
   

 

 

 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小川町立竹沢小学校 

第２号【５月号】 

令和５年４月２８日 

校 長  樋 口 貴 子 

〒355-0335 埼玉県比企郡小川町大字木部 90   TEL 0493-73-1345  FAX 0493-74-5165 

  

さわやかな風に乗って 

 

学校教育目標  やさしく・かしこく・たくましく 

  

 春の心地よいさわやかな風が、新緑をぬうように流れる季節となりました。先日の授業

参観及び学級懇談会では大変お世話になりありがとうございました。子供たちは、お家の

方に見ていただける喜びの中、いつもと違う緊張した面持ちでよくがんばっていました。 

さて、緊張と不安でスタートした１年生も新しい友達ができ、学校生活にもずいぶん慣

れてきたようです。通学班では、班長に続いて整列してしっかりと歩いてきています。ま

た、班長を見習いあいさつもできるようになってきました。教室で楽しく勉強したり、校

庭で元気な声をあげて遊び回ったりしています。２年生から５年生も、一つ学年が上がっ

た喜びと自覚をもち、新しい先生や環境の中で、元気いっぱい学習に取り組んでいます。

最高学年の６年生は、リーダーとしての自覚がだんだんと板についてきたようです。下級

生を気にかけ、やさしく接する姿が随所に見られ、頼もしく思います。竹沢小学校のリー

ダーとしての活動を充実させ、自信と誇りを身に付け、大きく成長していってほしいと思

っています。今後とも、温かいご支援、ご協力をよろしくお願いします。 

 

 １年生を迎える会 

 ４月１３日に１年生を迎える会を行いました。６年生がプレゼ

ントてくれた大きなメダルをかけ、５年生がつくってくれた花の

アーチをくぐり、６年生と手をつないで入場しました。 

 １年生は、緊張しながらも、自分の名前とすきなものを発表す

ることができました。 

学校生活もマスク不要が基本となっています 

 
 ４月の初めにお配りしたリーフレットのとおり、４月１日から学校生活もマスク不要が

基本となっています。マスク着用が習慣化され、マスクを外すことに違和感を覚える児童

もいるようです。花粉症やご家族の体調など様々な事情があるため、学校ではマスクを外

すことを強要はしませんが、お互いの表情が見える形で人と関わることも子供の成長にと

っては大切なことだとも考えております。なお、夏に向けて暑くなってくると、熱中症の

リスクが高まってくることから、体育や登下校時はマスクを外すよう指導してまいります。 

 引き続きのご理解とご協力をお願いいたします。 

  

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※予定は変更になる場合もあります。予め、ご了承くださいますようお願いします。 

５  月  の  行  事  予  定 
2日（火）離任式 １年通常日課４時間 ２～６年通常日課６時間 

３日（水）憲法記念日 

４日（木）みどりの日 

５日（金）こどもの日 

８日（月）眼科検診 

９日（火）避難訓練・引き渡し訓練 （14:１５ 開始） 

１０日（水）たけのこ遊び 

１１日（木）委員会 

１２日（金）全校遠足（こども動物自然公園：東松山市）【予備日：１９日（金）】 

１４日（日）第１回 PTA 資源回収【予備日：２１日（日）】 

１６日（火）音楽朝会６年 埼玉県学力・学習状況調査４年 

１７日（水）埼玉県学力・学習状況調査５年 プール清掃 

１８日（木）埼玉県学力・学習状況調査６年 クラブ 

２２日（月）航空写真撮影【予備日：２９日（月）】 

２３日（火）尿検査① 人権集会 内科検診 

２４日（水）尿検査② たけのこ遊び 

２５日（木）新体力テスト【予備日：２６日（金）】 クラブ（ロング） 

２９日（月）通常日課５時間 

３０日（火）お話朝会 プール開き 代表委員会 

３１日（水）全校遊び 

 たけのこ班（縦割り活動）始動 

 ４月１９日にたけのこ班の顔合わせを行いました。

竹沢小は、縦割り活動が充実しており、子供たちは学

年を超えて仲がよいことが自慢の一つです。また、こ

の日に、たけのこ清掃（縦割り清掃）もスタートしま

した。上級生が下級生に清掃の仕方をていねいに教え

る姿が見られました。 

４月２４日には、全校遠足打ち合わせを行い、集合

場所や時刻の確認をしたり、見学ルートを決めたりし

ました。今から、５月１２日の全校遠足がとても楽し

みです。 

 児童生徒を性暴力等から守るために 

 令和４年４月１日に「教職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律」が

施行されました。この法律には、教職員による児童生徒性暴力等を明確に禁じる規定

が示されています。詳細は、本日配布したリーフレットをご覧ください。 

なお、本校では、４月２７日に児童生徒を性暴力等から守るために、不祥事防止に

ついて研修を実施しました。今後も、本校の教職員は、お子様の健やかな成長を育む

ため全力で取り組んでまいります。 

 


